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 第１ 豊田市における犯罪の現状と課題                         

 １ 犯罪の発生状況とこれまでの取組                       

  本市では、平成１７年３月に「豊田市防犯活動行動計画（平成１６年度～平成１８年度）」

を策定し、「自分たちのまちは自分たちで守る」をスローガンに、地域での自主防犯活動

団体等が自主的に防犯パトロールや子どもの見守り活動を充実させてきました。 

また、平成１９年４月には「豊田市犯罪のないまちづくり条例」を施行し、「防犯活動

行動計画」を同条例に位置付け、「新・豊田市防犯活動行動計画（平成１９年度～平成２

１年度）」を、その後、「第３次豊田市防犯活動行動計画（平成２２年度～平成２４年度）」、

そして「第４次豊田市防犯活動行動計画（平成２５年度～平成２７年度）」と移行し、警

察、市、市民及び事業者が連携して犯罪の抑止に取組んできた結果、平成２７年の刑法犯

認知件数は３，４０８件となり、過去最多を記録した平成１７年の９，４１０件と比較し

て約６３％減少させることができました。 
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 ２ 課 題                                   

  本市の平成２７年の刑法犯認知件数は、「防犯活動行動計画」の取組により、平成１７

年以降で最も少ない件数となりました。 

  しかし、新たな課題として以下の３点が挙げられます。 

 

（１）自主防犯活動の担い手の確保 

≪現状≫ 

・自主防犯活動団体への活動物品支給や出前講座などを通じて、地域の防犯活動は着実

に定着してきています。 

・第３次防犯活動行動計画の最終年度である平成２４年度と比較すると、地域の防犯活

動の要である自主防犯活動団体の数はほぼ横ばいであるのに対し、地域の防犯啓発活

動を担う「防犯リーダー」を育成する「地域防犯リーダー養成講座」の修了者は１１％

減少しています。 

・自主防犯活動団体の６割超が自治区主体で運営されており、高齢化に伴い構成員の高

齢化も進んでいます。 

・平成２７年度に実施した「地域防犯リーダー養成講座」における受講者間の意見交換

において、活動のマンネリ化や構成員の高齢化を課題としている団体が多くあること

が分かりました。 

 ≪課題≫ 

・若い世代の防犯意識を向上させ、自主防犯活動団体の新規構成員を取り込む必要があ

ります。 

・構成員の入れ替わりを自然に行うことができる事業者を主体とする自主防犯活動団体

の新規設立を促し、その活動を支えることにより地域防犯の新たな担い手を育成する

必要があります。 

・活動のマンネリ化を防ぐため、自主防犯活動団体間の交流機会を設け、各団体の取組

を共有する必要があります。 

 

 

（２）多発罪種（自動車関連窃盗・住宅対象侵入盗・自転車盗）に対する防犯対策の徹底 

 ≪現状≫ 

・平成２７年は多くの罪種で認知件数が減少したものの、住宅対象侵入盗は平成２６年

比で５割増加し、自動車関連窃盗は県下市区町村別ワーストランキング３位と常に上

位にあります。 

・市民の犯罪に対する意識調査では、犯罪に対する不安感は全体的に低くなっています

が、住宅対象侵入盗や自動車関連窃盗被害への不安感は、他の罪種と比べて高いと言

えます。 

・車上ねらいと自転車盗の無施錠で被害にあう割合は増加傾向にあり、特に自転車盗の

６割が無施錠で被害にあっています。  
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≪課題≫ 

・不安感の高い罪種で無対策の被害が増えており、ツーロック等の対策を地域に浸透さ

せる必要があります。 

・自転車盗は、対策が容易であるにも関わらず認知件数が多いため、学校等と連携し、

繰り返し啓発を行っていく必要があります。 

  ・地域により犯罪の傾向が異なるため、地域の特性に合わせた効果的な防犯活動に取組

む必要があります。 

 

 

（３）高齢者の特殊詐欺被害や子どもへの不審者事案への対策の強化 

 ≪現状≫  

 ・刑法犯認知件数が減少しているなか、高齢者が被害にあう特殊詐欺や子どもが被害

にあう不審者事案は増加傾向にあります。 

 ・特殊詐欺では被害者の８割が６０歳以上であり、手口は巧妙化しています。 

 ・不審者事案では夕方の遊戯中や道路上等、学校や保護者の目が届かない場面での被

害が多くなっています。 

 ≪課題≫ 

 ・手口が巧妙化する特殊詐欺は、常に最新の情報を提供すると同時に、犯人と接触しな

いための方法を広く浸透させる必要があります。 

 ・高齢者や子どもを犯罪から守り、被害拡大を防ぐためには関係機関との連携強化や地

域の結びつきを強め、防犯意識を高めていく必要があります。 

  ・子どもに対して、自分自身を守る力を身に着けさせるための啓発を行う必要がありま

す。 
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 第２ 第５次防犯活動行動計画の目標と取組事業                      

 

  第５次防犯活動行動計画では、第４次防犯活動行動計画期間の取組の評価と新たな課題

を踏まえ、「犯罪のないまちづくり」の実現のため、計画の基本方針として「３つの柱」

と計画期間内での具体的な数値目標を設定しました。 
また、目標を達成するため、「重点取組項目」を８項目設定し、各種の防犯対策に取り

組んでいきます。 

 
※第５次防犯活動行動計画の体系イメージ図 

  

 
 
 
  
 
 
 
  

◆交通安全防犯課   重点取組事業 １５事業 

推進事業    ２７事業 

◆他の所属         連携事業    １９事業 

重点取組項目 ８項目 

豊田市犯罪のないまちづくり条例

計画の３つの柱

計画の数値目標

第５次計画期間の軸と 

なる基本方針と具体的 

な数値目標 

目標達成・課題解消の 

ための具体的取組事業

・・・条例の目的を推進するために 

行動計画を策定 
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 １ 計画の期間                                  

  計画の期間は、平成２８年度から平成３０年度の３年間とし、地域の関係団体や警察等  
 と連携し、「犯罪のないまちづくり」の実現のため積極的に計画を推進します。 

   
 
 ２ 計画の基本方針                                  

愛知県が策定した「あいち地域安全戦略２０１７」の基本戦略を踏まえ、第４次防犯活

動行動計画の取組を継続しつつ、市、市民、地域、事業者がそれぞれの立場で防犯の取組

を進めるため、以下の３つの柱を設定します。 

 
 

 
 
 
 
 

（１）防犯意識の高揚と地域防犯力の向上 

  市民一人ひとりが、日常生活の中の様々な場面で自分の身を守ることができるように、

啓発や情報提供を行い防犯意識の高揚を図ります。また、地域の自主的な防犯活動を

積極的に支援し、関係機関との連携強化を推進することで、幅広い情報交換や迅速な

対応で地域防犯力の向上を図ります。 

 

（２）犯罪の起きにくい環境づくり 

  防犯カメラの効果的な設置促進や通学路、犯罪多発地区への巡回パトロールの強化に

より、地域の安全を確保し、犯罪の起きにくい環境づくりを行います。 

 

（３）子どもと高齢者を犯罪から守る対策 

   犯罪被害にあいやすい子どもと高齢者を犯罪から守るための対策を進め、犯罪発生を

未然に防ぎます。また、迅速な情報共有や対応により被害拡大を防ぐことができるよ

うに、学校、地域、家庭、警察等との連携強化を図ります。 

 

  

３つの柱 

 １ 防犯意識の高揚と地域防犯力の向上 

 ２ 犯罪の起きにくい環境づくり 

 ３ 子どもと高齢者を犯罪から守る対策 
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 ３ 計画の数値目標                                 

第５次防犯活動行動計画では、これまでの取組による成果を一歩ずつ前進させ、市民の

犯罪に対する不安感を解消するため、以下の目標値を設定し、対策に取り組んでいきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）刑法犯認知件数を毎年減少させること 

   刑法犯認知件数は平成２１年以降減少を続けていますが、これまでの３か年計画で大

幅な減少を目指すことは現実に即さなくなったことから、愛知県が策定した「あいち地

域安全戦略２０１７」と同じく刑法犯認知件数を「毎年減少させる」ことを目標とし、

引き続き、さらなる減少を目指します。 
 

（２）多発罪種の目標値 
本市で突出した認知件数となっている多発３罪種（自動車関連窃盗、住宅対象侵入盗、

自転車盗）については、第４次防犯活動行動計画期間の刑法犯認知件数の減少率２０％

を維持する数値目標を設定し、対策に取り組んでいきます。 

  
（３）自主防犯活動における目標値 

犯罪発生の抑止目標とは別に、自主防犯活動の担い手を確保するため「地域防犯リー

ダー養成講座」において、防犯リーダーを毎年度５０人ずつ育成し、第４次防犯活動行

動計画期間中に育成した１３１人より１５％多い１５０人を育成することや、民間事業

者の防犯ＣＳＲ※活動を促進し、民間事業者の自主防犯活動団体を新たに１０団体組織

することも数値目標として設定します。 
  ※ＣＳＲ：企業の社会的責任 Corporate Social  Responsibility の略  

 

  

具体的目標値（計画最終年次 平成３０年） 

１ 刑法犯認知件数を毎年減少させること 

 ２ 多発罪種の目標値 

 （１）自動車関連窃盗 ３７５件以下（平成２７年 ４７３件） 

 （２）住宅対象侵入盗 １５５件以下（平成２７年 １９９件） 

 （３）自転車盗    ３３５件以下（平成２７年 ４２４件） 

  ※３罪種の認知件数を平成２７年比２０％減少 

３ 自主防犯活動における目標値 

 （１）自主防犯活動団体のリーダー育成  

地域防犯リーダー養成講座修了者 １５０人（５０人／年度） 

（２）民間事業者が主体となる自主防犯活動団体の新規登録（１０団体） 
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 ４ 重点取組項目と事業                                

 
【基本方針１ 防犯意識の高揚と地域防犯力の向上】                  

（１）自主防犯活動の支援 

 ①自主研修会の積極的な支援 

  地域の防犯力を高めるため、自治区や自主防犯活動団体等が行う研修への講師

の派遣や講師料の助成、啓発用物品の支給等の支援を積極的に行います。 

 ②地域防犯リーダー養成講座の実施 

  最新の犯罪発生傾向や防犯対策等を紹介するとともに、団体間の情報交換の機

会を充実させた「地域防犯リーダー養成講座」を開催し、自主防犯活動団体の活

性化と新たな地域防犯の担い手を育成します。 
【目標：１５０人（５０人／年度）】 

 ③民間事業者への自主防犯活動団体登録の促進 

  民間事業者のＣＳＲ活動としての自主防犯活動を促進し、継続的な活動として

自主防犯活動団体への登録を促進します。 
【目標：新規登録１０団体】 

（２）犯罪情報の提供 

 ④民間事業者と連携した「緊急メールとよた※」の登録促進 

  携帯電話ショップ等との連携を強化し、「緊急メールとよた」への登録を促進し

ます。 

 ⑤学生への「緊急メールとよた」登録の呼びかけ 

  学校や大学等との連携を強化し、不審者事案の被害者となる可能性が高い学生

への「緊急メールとよた」の登録を促進します。 

（３）効果的な防犯啓発の実施 

 ⑥多様な事業との連携による啓発 

  豊田市防犯ネットワーク会議の構成団体をはじめとする各種団体や、他部署が

行う事業との連携により、様々な機会での啓発を実施します。 

 

  ※「緊急メールとよた」とは 

  市内で発生した犯罪情報、市内 12か所で観測された地震の震度情報などの緊急情報や

気象台から発表された大雨、洪水注意報・警報・特別警報などの気象情報を登録された

メールアドレスに配信するサービス 
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【基本方針２ 犯罪の起きにくい環境づくり】                     

（４）防犯カメラの効果的な設置の促進 

 ⑦犯罪が多発する地域への防犯カメラ設置の促進 

  犯罪が多発する地域で防犯カメラの設置が進んでいない地区に対し、「防犯設備

整備費補助制度」を活用した防犯カメラの設置を促進します。 

 ⑧防犯カメラの設置箇所選定の支援   

  犯罪抑止につながる効果的な防犯カメラの設置を促進するため、民間の専門機

関等への相談に係る費用等を、「自主研修会支援」として支援します。 

（５）巡回活動の強化 

 ⑨巡回パトロールの強化  

  民間警備会社による巡回パトロールの巡回エリアを拡大するほか、犯罪の多発

が予見される時期の特別巡回を実施するなど、警察、地域等と連携・共働した巡

回パトロールを実施します。 

（６）無対策での被害の削減 

 ⑩学生等への自転車ツーロックの促進  

  学校等と連携し、自転車盗被害の半数以上を占める学生への自転車ツーロック

を促進します。 

 ⑪中山間地域における施錠の徹底 

  道路整備とともに犯罪が増加傾向にある中山間地域において、自動車や住宅へ

の施錠の重要性を啓発し、施錠を習慣づける広報を実施します。 

   

【基本方針３ 子どもと高齢者を犯罪から守る対策】                  

（７）子どもへの防犯啓発の強化 

 ⑫「とよた安全安心フェスタ」での子ども向け実践プログラムの実施 

  平成２８年５月に開催する「とよた安全安心フェスタ」において、愛知県警が

行った体験型防犯教室「ＢＯ－ＫＥＮあいち」をモデルとした子ども向け簡易体

験プログラムを実施します。 

 ⑬子ども向け防犯講座の実施 

  子ども自身の危険回避能力や自己防衛能力を向上するため、普段、通っている

通学路等を使って、学校や地域と連携した実践・体験型の防犯教室を実施します。

（８）振り込め詐欺対策のための連携強化 

 ⑭庁内関係課との連携強化 

  還付金詐欺の問合せや高齢者との関わりが多い庁内関係課と連携して、窓口で

の啓発活動を行うとともに、担当職員が振り込め詐欺についての知識を深めるた

めの研修を行います。 

 ⑮金融機関等と連携した振り込め詐欺対策の実施 

   金融機関やタクシー事業者、病院等との連携を強化し、声掛け活動や被害防止

活動を実施します。 
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5 こども園・学校等の安全管理 15 公園の安全管理

6 こども園・学校等の警備委託 16 学校での安全教育の実施

7 危機管理マニュアル作成と訓練の実施 17 スクールガード活動の推進

8 緊急情報の共有化 18 通学路等の安全確保

9 文書送付時や来庁者への啓発 19 施設の安全管理

10 民生委員、地域包括支援センターとの連携による啓発

基本方針

関係課

推進事業

地域福祉課・障がい福祉課

商業観光課

消費生活センター

地域防犯リーダー養成講座での子どもの防犯対策プログラムの実施

新入学児童への防犯ブザーの配付

高齢者世帯訪問事業による啓発の実施

出前講座の実施

防犯設備整備費補助制度による防犯カメラの設置促進

公共施設への防犯カメラの設置

「防犯カメラの設置及び運用に関する条例」に基づく適正な運用の推進

犯罪多発地区での深夜巡回の実施

通学路等安全巡回の実施

都市整備課

公園課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

施設管理課

青色防犯パトロールの推進

自主防犯活動団体への活動用物品支給及び貸出

自主防犯活動団体研修会の実施

自主防犯活動功労者への感謝状の贈呈

１
防犯意識の高揚と
 地域防犯力の向上

２
犯罪の起きにくい
       環境づくり

３
子どもと高齢者を
 犯罪から守る対策

イベントや出前講座での「緊急メールとよた」の登録促進

広報とよた、ホームページへの記事の掲載

防災行政無線の活用など緊急情報の迅速な提供

地域予算提案事業との連携

市営駐輪場等安全巡回の実施

地域安全指導員による青色防犯パトロールの実施

警察など関係機関との連携

住宅の防犯診断による防犯対策の普及促進

市営駐輪場での自転車ツーロックの促進

防犯ネットワーク会議での情報共有化

犯罪のないまちづくり推進強化地区における対策

地域と連携した防犯啓発の実施

四季の安全なまちづくり県民運動期間の啓発の実施

職員の防犯意識の向上

子ども向け防犯講座の実施

庁内関係課との連携強化

 市民課・介護保険課・国保年金課・福祉医療課

地域福祉課

保育課・学校教育課

保育課・学校教育課

連携事業（１９事業） ※他所属が主体で実施する事業とも連携し、効果的な対策を推進します。

振り込め詐欺対策のための連携強化

連携事業 関係課 連携事業

地域支援課・各支所

地域支援課・各支所

 地域支援課・各支所・防災対策課・（消）指令課

生涯学習課

保育課・学校教育課・学校づくり推進課

保育課・学校づくり推進課

金融機関等と連携した振り込め詐欺対策の実施

重点取組項目と事業（８項目・１５事業）・推進事業（２７事業）

重点取組項目 重点取組事業

多様な事業との連携による啓発

犯罪が多発する地域への防犯カメラ設置の促進　

防犯カメラの設置箇所選定の支援

巡回パトロールの強化

中山間地域における施錠の徹底

「とよた安全安心フェスタ」での子ども向け実践プログラムの実施子どもへの防犯啓発の強化

自主防犯活動の支援

犯罪情報の提供

効果的な防犯啓発の実施

防犯カメラの効果的な設置の促進

巡回活動の強化

無対策での被害の削減

学生への「緊急メールとよた」登録の呼びかけ

民間事業者と連携した「緊急メールとよた」の登録促進

民間事業者への自主防犯活動団体登録の促進

地域防犯リーダー養成講座の実施

自主研修会の積極的な支援

学生等への自転車ツーロックの促進

9
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 資料１ 第４次防犯活動行動計画の評価                        

 １ 目標数値の達成状況                              

第４次防犯活動行動計画では、平成２４年の刑法犯認知件数４，４１０件を毎年５％

削減し、計画終了年となる平成２７年に３，８００件以下とすることを目標に掲げ、  

重点取組事項を定めて防犯対策に取り組んできました。その結果、平成２６年には  

３，４９０件となり、目標を１年早く達成し、さらに平成２７年には、３，４０８件と

なりました。 

 

 

9,410件

6,930件

6,319件 6,399件

6,992件

5,913件

4,865件
4,410件

4,048件 3,490件 3,408件

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

刑法犯認知件数

自転車盗

オートバイ盗

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

身近な犯罪の推移

第4次計画
目標値 
3,800 件 

(件) 

第1次計画 第 2 次計画 第 3 次計画 第 4 次計画 

自動車関連窃盗 

住宅対象侵入盗 

その他侵入盗 

その他 

2,404 件 

2,040 件 

1,591 件 

1,351 件 

(件) 

※「その他」の内訳は「ひったくり」「自販機ねらい」「性犯罪」 
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 ２ 重点取組事項の実施状況                            

（１）自主的な防犯活動の推進 

① 担い手の育成・活動用物品の支給等 

自主的な防犯活動が継続的に行われるよう、「地域防犯リーダー養成講座」の開催、 

   活動用物品の支給や貸出しなどの支援を継続的に行ってきた結果、市内の全ての地区

で自主防犯活動団体が組織され、各地域で自主的な防犯活動が定着しつつあります。 

  

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

自主防犯活動団体数 371 団体 374 団体 379 団体 374 団体

総会員数       ※１ 27,650 人 28,410 人 24,230 人 25,781 人

平均活動回数   ※１ 89 回 91 回 89 回 91 回

地域防犯リーダー 
養成講座修了者数 ※２

47 人
(受講者 50人) 

44 人
(受講者 75人)

45 人
(受講者 92人)

42 人
(受講者 73人)

 
※１ 自主防犯活動団体報告書で報告された数値を集計したものである。 
※２ カリキュラム全体の一定以上を受講した場合、修了者とする。 

平成 25 年度からカリキュラムの一部を「子どもの防犯対策講座」として、単独でも 
受講できるよう開催方法を見直したことにより、受講者数が増加している。 
 
 
 

 
 
 

地区 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

挙母 75 75 77 75

高橋 62 62 61 60

上郷 38 38 39 39

高岡 45 44 45 45

猿投 62 61 64 63

松平 28 28 27 28

藤岡 18 19 19 18

小原 3 8 8 8

足助 16 15 15 15

下山 8 8 8 7

旭 5 5 5 5

稲武 11 11 11 11

合 計 371 374 379 374

 

地区別 自主防犯活動団体数 
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② 犯罪のないまちづくり推進強化地区対策 

    市民生活に身近で認知件数が多い「自動車関連窃盗」と「住宅対象侵入盗」への対

策を図るため、「犯罪のないまちづくり推進強化地区」として、毎年１校程度の小学

校区をそれぞれ指定し、警察や自主防犯活動団体等と連携した巡回活動や啓発活動を

重点的に展開してきた結果、推進強化地区での発生件数は着実に減少しました。 

    

  ■自動車関連窃盗の実績 

 小学校区 増減数 増減率 市内平均（増減率）

平成 24 年 土橋 △30 △54.5％ △17.7％

平成 25 年 浄水 △56 △61.5％ △35.6％

平成 26 年 美山 7 17.1％ △ 4.9％

平成 27 年 
若園 △24 △54.5％

△30.6％
美山 △24 △50.0％

  

■住宅対象侵入盗の実績 

 小学校区 増減数 増減率 市内平均（増減率）

平成 24 年 青木 △ 8 △57.1％ 32.1％

平成 25 年 挙母 △ 4 △23.5％ 12.3％

平成 26 年 高嶺 △19 △86.4％ △57.1％

平成 27 年 堤 △ 9 △56.3％ 49.6％

 

 

  

自治区

69%

ＰＴＡ

15%

老人クラブ

3%

事業所

2%

その他

11%

自主防犯活動団体 構成 （平成27年度）
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（２）防犯意識の高揚を図るための取組 

①「緊急メールとよた※」の登録促進 

    イベントや出前講座、携帯電話ショップ等での登録の呼びかけや全こども園の園児

保護者へのチラシ配付等の登録促進により、登録件数は大幅に増加し、多くの市民に

犯罪情報を提供することが可能となりました。  

 
  ■登録件数 

平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

17,026 件 17,440 件 25,180 件 24,794 件

 

② 高齢者等に対する啓発活動の実施 

    平成２５年度から高齢者交通安全防犯世帯訪問事業のなかで、振り込め詐欺などの

高齢者が被害に遭いやすい犯罪に関する啓発活動を実施しました。また、金融機関等

へは、警察と連携した窓口応対訓練や愛知県警が進めている振り込め詐欺撲滅プロジ

ェクト「だまされた振り作戦」への協力を呼びかけました。 

 
  ■訪問件数 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

6,536 世帯 10,986 世帯 10,766 世帯
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（３）防犯の視点を取り入れた環境の整備 

  ① 防犯カメラの設置促進 

   平成２５年６月に「豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を施行すると

ともに、「防犯設備整備費補助制度」を創設し、地域の防犯カメラの設置促進を図り

ました。また、市営駐輪場やこども園をはじめとする公共施設に積極的に防犯カメラ

の設置を進めました。 

 

■補助制度による防犯カメラの設置状況 

補助対象 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 計 

件数 台数 件数 台数 件数 台数 件数 台数 
自治区 
(自主防犯活動団体) 

21 61 28 90 37 129 86 280

商店街振興組合 4 23 1 3  5 26

鉄道事業者等 1 1 1 1

分譲ﾏﾝｼｮﾝ管理組合  2 4 1 2 3 6

賃貸共同住宅 19 59 31 79 18 51 68 189

貸駐車場 5 16 4 13 4 9 13 38

合 計 50 160 66 189 60 191 176 540

 

■公共施設への防犯カメラの設置状況 

設置箇所 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 計 

施設 台数 施設 台数 施設 台数 施設 台数 

こども園  69 137 69 137

市営駐輪場 7 26 10 34 15 39 32 99

その他 16 53 10 44 14 45 40 142

合 計 23 79 89 215 29 84 141 378

 

② 巡回活動の実施 

    警察官ＯＢの地域安全指導員による地域安全巡回や、民間警備会社への委託による

通学路周辺や市営駐輪場等の安全巡回、犯罪多発地区の深夜巡回など、地域の巡回活

動を強化して実施しました。 

地域安全巡回 平日 10 時～17 時 青パト 2 台 

犯罪多発地区深夜巡回 毎日 22 時～翌日 4時 青パト 6 台 （委託） 

通学路等安全巡回 学校開校日 14 時～20 時 青パト 2 台 （委託） 

市営駐輪場等巡回 平日 14 時～22 時 徒歩巡回 2 組（委託） 
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（４）総合的な行政の対応、関係機関との連携 

① 豊田市防犯ネットワーク会議の活性化 

   平成１３年３月に「豊田市防犯ネットワーク会議」を設置し、防犯に関する関係機

関の連携を図ってきました。平成１９年度からはこの会議を「豊田市犯罪のないまち

づくり条例」に位置づけ、関係機関のさらなる連携と情報の共有化に努めてきました。 
   また、自主防犯活動が定着している状況を踏まえ、平成２６年度からは、行政主体

の会議体から、自主防犯活動団体等の市民同士の意見交換や行政との情報交換のため

の会議体へと転換するため、構成団体の見直しを行うなどの活性化を図りました。 

 
② 警察と連携した啓発活動の実施 

    啓発活動をより効果的なものにするため、警察と連携して「犯罪のないまちづくり

推進強化地区」での啓発活動や、急増する振り込め詐欺被害防止への啓発を実施しま

した。また、愛知県警が実施した「振り込め詐欺等犯罪被害防止装置無料モニター事

業」の推進のため、広報活動を連携して行いました。 

    毎年１２月に「豊田市防犯ネットワーク会議」の主催で行ってきた「年末防犯キャ

ンペーン」を、平成２５年度からは、より効果の高い啓発活動となるよう豊田警察署、

豊田みよし防犯協会連合会との共催とするとともに、平成２６年度からは、地域の青

色防犯パトロール隊と自主防犯活動団体が参加する「年末防犯パトロール出発式」と

し、それぞれの団体相互の連帯感を高める機会としました。 
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 資料２ 豊田市内の犯罪の傾向                             

 １ 刑法犯全体の傾向                               

刑法犯認知件数は、減少傾向にありますが、県下市区町村別ワーストランキングは、

３位と常に上位となっています。また、本市の犯罪を罪種別でみると、窃盗犯の占める

割合が最も高く、６割以上を占めています。 

  
 

 

 

 

ワースト順位と犯罪率の推移 

区  分 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

刑法犯 

認知件数 

ワースト順位 3 4 4 3

犯罪率(順位) 10.48(31) 9.63(31) 8.32(32) 8.13(25)

自動車 

関連窃盗 

ワースト順位 1 3 1 3

犯罪率(順位) 2.65(21) 1.71(26) 1.63(19) 1.13(24)

住宅 

対象侵入盗 

ワースト順位 6 3 9 2 

犯罪率(順位) 0.66(32) 0.74(26) 0.32(35) 0.47(30)

自転車盗 
ワースト順位 9 9 10 10 

犯罪率(順位) 1.37(33) 1.42(33) 1.20(33) 1.01(32)

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

刑法犯 罪種別発生件数

その他刑法犯

凶悪犯・風俗犯

知能犯

粗暴犯

窃盗犯

窃盗犯：窃盗                凶悪犯：殺人、強盗、放火、強姦 
粗暴犯：暴行、傷害、脅迫、恐喝など     風俗犯：賭博、わいせつ 
知能犯：詐欺、偽造、汚職、背任、横領など  その他：公務執行妨害、住居侵入、器物損壊など 

（件） 

窃盗犯 

3,237 件 

窃盗犯 

2,894 件 

窃盗犯 

2,407 件 

窃盗犯 

2,275 件 

4,410 件 

4,048 件 

3,490 件 3,408 件 

ワースト順位は県内 69 市区町村中の順位
犯罪率：人口 1,000 人あたりの認知件数、犯罪率順位は県内 38 市中の順位
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窃盗犯の内訳としては、自動車関連窃盗（自動車盗、車上ねらい、部品ねらい）が最

も多く、次いで自転車盗、住宅対象侵入盗（空き巣、居空き、忍込み）となっており、

この３罪種で約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 多発罪種とその傾向                              

（１）自動車関連窃盗 

自動車関連窃盗の認知件数は、平成２４年から平成２５年にかけて大きく減少し、そ

の後も減少しています。自動車関連窃盗の中でも最も多いのは、車上ねらいで、認知件

数は減少していますが、無施錠で被害にあう割合が増えています。また、地区別でみる

と、自動車関連窃盗の認知件数では、中山間地域などで被害が増加している地区があり

ます。 

  

自動車盗

281件 157件 155件
84件

車上ねらい

442件

268件 270件

211件

部品ねらい

391件

292件 257件

178件

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

自動車関連窃盗 罪種別発生件数

部品ねらい

車上ねらい

自動車盗

(件) 

1,114 件 

717 件 

473 件 

682 件 

自動車関連窃盗

21%

住宅対象侵入盗

9%

自転車盗

18%万引き

11%

その他の窃盗

34%

窃盗犯 内訳（平成27年）

侵入盗 
（住宅以外） 

7％ 

多発３罪種 
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地区 平成 24 年 平成 27 年 増減率 

高橋 127 40 △69%

挙母 473 162 △66%

上郷 119 48 △60%

高岡 205 81 △60%

猿投 128 79 △38%

藤岡 48 34 △29%

足助 6 4 △33%

稲武 0 0 - 

小原 4 6 50%

旭 2 4 100%

下山 0 3 (300%超）

松平 2 10 400%

豊田市 1,114 471 △58%

442件

268件 270件

211件

20%

36%

33%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

100

200

300

400

500

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

件数

（左目盛り）

無施錠率

（右目盛り）

車上ねらい発生件数と無施錠率の推移（件） 

自動車関連窃盗 地区別増減率 

※暫定値
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（２）住宅対象侵入盗 

住宅対象侵入盗の認知件数は、平成２５年から平成２６年にかけ、警察の検挙活動な

どにより大きく減少しましたが、平成２７年には増加しています。また、住宅対象侵入

盗の大半を占める空き巣被害の約６割がガラス破りによるもので、約２割が無施錠での

被害となっています。 

 

 
 
 

 
 

 

 

空き巣

216件

256件

106件

175件

忍込み

43件

36件

24件

14件

居空き 17件

18件

3件

10件

50

100

150

200

250

300

350

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

住宅対象侵入盗 罪種別発生件数

居空き

忍込み

空き巣

ガラス破り

65%

無締り

24%

その他

11%

平成24年

無締り

29%

その他

7%

平成27年

(件) 

276 件 

310 件 

133 件 

199 件 

住宅対象侵入盗（手口） 内訳 

ガラス破り 

64% 
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（３）自転車盗 

   自転車盗の認知件数は、平成２５年に微増したものの、それ以降は減少しています。

発生場所の内訳をみると、駐輪場での発生が、平成２４年の５６％から平成２７年に 
３８％に減少している一方で、住宅での被害が１６％から２９％に増えています。また、

自転車盗被害のうち、半数以上が無対策で被害にあっています。 

 

 

 

 

    

 

 

578件 596件

502件

424件

56%

59%

56%

61%

45%

50%

55%

60%

65%

0

100

200

300

400

500

600

700

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

件数

(左目盛り）

無施錠率

(右目盛り)

道路上

4%

住宅

16%

その他

3%

平成24年

道路上

5%

住宅

29%

その他

1%

平成27年

自転車盗発生件数と無施錠率の推移 (件) 

自転車盗 （被害場所） 内訳

駐車(輪)場 

56％ 

駐車(輪)場 

38％ 

店舗・会社等 

21% 

店舗・会社等 

27% 
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 ３ 特殊詐欺被害の状況（豊田・足助警察署管内 ※みよし市を含む。暫定値）         

   オレオレ詐欺や架空請求詐欺などの特殊詐欺が急増しており、平成２４年は１２件、

被害総額が３，１０７万円であったものが、平成２７年には４４件、１億６，１２６万

円と大幅に増加しています。 
子どもや孫を騙ったオレオレ詐欺のほか、架空請求詐欺や還付金詐欺など様々な手口

での被害が起きており、手渡しで現金を受け取る、郵送させるなどその手口は年々巧妙

化しています。また、被害者の年代は６０歳以上が多くなっています。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

その他

還付金詐欺

融資保証金詐欺

架空請求詐欺

オレオレ詐欺

■特殊詐欺とは 

振り込め詐欺 振り込め詐欺以外の特殊詐欺 

オレオレ詐欺、架空請求詐欺 

融資保証金詐欺、還付金詐欺 

金融商品等取引、異性との交際あっせん 

ギャンブル必勝情報提供、その他 

特殊詐欺 罪種別発生件数・被害額 
(件) 

12 件 

3,107 万円 

27 件 

1 億 1,873 万円

44 件 

1 億 6,126 万円

34 件 

1 億 3,089 万円

振り込め詐欺 



22 
 

 

  
 

 

 ４ 子どもに対する不審者事案                           

   「緊急メールとよた」の不審者情報の配信件数は、平成２４年の７４件に対して、平

成 ２７年は１１７件と増加しており、これら不審者情報のうち、約７割が児童・生徒

が被害にあったものとなっています。 
 愛知県警の取りまとめによると、不審者事案の発生は、下校時間帯の１４時から１８

時までに集中しており、発生場所は道路上が最も多く、次いで公園や空き地といった場

所となっています。 
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【愛知県下の子どもへの声かけ・つきまとい事案の現状 （平成 27年 愛知県警まとめ）】 
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 資料３ 市民の犯罪に対する意識調査結果                        

 

（１）調査の概要 

第４次防犯活動行動計画の成果を確認し、今後の施策に反映するため、平成２７年 

８月に市民の防犯に関する意識や実態について調査を実施し、２，８６１件の回答が 

ありました。 

･実施時期：平成２７年８月       
･回  答 

【紙による調査】     ２，６６２件（配布総数３，７３０枚、回答率７１％） 
【E モニターによる調査】１９９件         合計 ２，８６１件 

･回答内訳          
【地区別】   

挙母 高橋 上郷 高岡 猿投 松平 藤岡 小原 足助 

544 458 341 340 507 237 108 50 114 

下山 旭 稲武 不明 

52 47 53 10 

【年代別】  

10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代～ 不明 

19 72 370 582 457 955 384 22 

 
 
（２）犯罪に対する不安感                                

  平成２４年度（第３次防犯活動行動計画の最終年度）と比べ、犯罪に対する不安感は

全体的に少し低くなりました。罪種別でみると、市民生活に身近な住宅対象侵入盗や自

動車関連窃盗被害への不安感が高いことが分かりました。 
    

 

0.3

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

-0.1

平成24年度 平成27年度
差

(対平成24年度)

強 ← 不安感 → 弱

４ ３ ２ １

住宅対象侵入盗の被害 3.2 2.9

自動車関連窃盗の被害 3.0 2.9

不審者、痴漢等の出没 2.9 2.8

振り込め詐欺等の知能犯の被害 2.6 2.4

ひったくりの被害 2.6 2.4

バイク、自転車盗の被害 2.8 2.6

近隣住民の無関心 2.4 2.2

犯罪に関する情報の不足 2.6 2.4

通勤通学路が暗い、人目が少ない 2.7 2.8
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（３）防犯対策の実施状況                                 

   自動車関連窃盗対策の項目では、施錠や荷物を車内に残さないことの実施率は高いが、

警報装置やハンドルロックといった二重の対策の実施率は低い状況でした。 
  住宅対象侵入盗対策の項目では、補助錠やガラス割り防止シートなど窓への防犯対策

の実施率は低く、空き巣の侵入手段で最も多い窓のガラス破りに対する対策が弱いこと

が分かりました。 
その他の項目では、自転車やバイクのツーロックや防犯ブザーの携帯といった対策の

実施率は低い状況でした。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

外出時や就寝時に玄関ドアのツーロック

窓に補助錠もしくはガラス割り防止シート貼付

車から離れるときの施錠

車の中は荷物を置きっぱなしにせず、空っぽか

車には警報装置などの対策

遠回りでも人目のある道、明るい道を選ぶか

かばんは車道と反対側に持っているか

自転車、バイクへのツーロック

家庭での防犯の話

家族に防犯ブザーを携帯させているか

振り込め詐欺対策を家族でしているか

いつも実施している ときどき実施している 実施していない
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 資料４                                 

○豊田市犯罪のないまちづくり条例 

平成１８年１２月２７日 

条例第８０号 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪のないまちづくりに関して、市、市民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、犯罪のないまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めること

により、犯罪の抑止及び治安に対する市民の不安感の解消を図り、もって安心して生活

することのできる地域社会の実現に資することを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、犯罪のないまちづくりに関する施策の策定及び実施に努めなければならな

い。 

２ 市は、防犯に関する情報の提供及び知識の普及啓発に努めなければならない。 

３ 市は、第１項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を

反映させるよう努めるとともに、県、警察その他の関係機関（以下「関係機関」という。）

との連携を図るよう努めなければならない。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、自らの生命及び財産を守るため、防犯上の安全の確保等に配慮するとと

もに、防犯に関する知識の習得に努めなければならない。 

２ 市民は、市及び関係機関が実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよ

う努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、事業活動の実施において、防犯上の安全の確保等に配慮するとともに、

事業活動用施設等を常に安全な状態に維持管理するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、市及び関係機関が実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力する

よう努めなければならない。 

（自主防犯活動の推進） 

第５条 市、市民及び事業者は、犯罪のないまちづくりを推進するに当たっては、自主防

犯活動（犯罪の抑止及び安全の確保のために、市民及び事業者が自主的に行う啓発活動

及び実地活動をいう。以下同じ。）の積極的な推進を基本とする。 

２ 市民は、自主防犯活動に参加するよう努めるとともに、自主防犯活動に必要な知識及

び技術の習得及び普及啓発に努めるものとする。 

３ 事業者は、地域社会の一員として、市民が推進する自主防犯活動に積極的に関与する
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とともに、自らも自主防犯活動を推進するよう努めるものとする。 

（自主防犯活動団体） 

第６条 市民は、自主防犯活動を推進することを目的とする団体（以下「自主防犯活動団

体」という。）を組織することができる。 

２ 市民は、自主防犯活動団体を組織し、次条に規定する支援を受けようとするときは、

あらかじめ、規則に定めるところにより、市長に当該団体の登録を申請しなければなら

ない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当である

と認めたときは、当該団体を登録するとともに、その旨を申請した者に対して通知する

ものとする。 

（自主防犯活動の支援） 

第７条 市は、自主防犯活動団体に対して、自主防犯活動の推進に必要な知識及び技術の

普及啓発その他自主防犯活動に必要な支援をするものとする。 

（子どもの安全確保） 

第８条 市は、児童、生徒、幼児等（以下「児童等」という。）が登下校時等において犯

罪の被害を受けることのないよう、児童等の安全確保に必要な施策を講ずるよう努める

ものとする。 

２ 市民は、自主防犯活動を通じて、児童等の登下校時等における安全確保に努めるもの

とする。 

３ 市、市民及び事業者は、児童等が犯罪の発生するおそれのある場所に近づかないよう

指導するとともに、通学路等における防犯上の危険箇所を排除するよう努めるものとす

る。 

（女性及び高齢者の防犯対策） 

第９条 市は、女性及び高齢者が犯罪の被害を受けることのないよう、必要な施策を講ず

るよう努めるものとする。 

（自動車関連盗難の防止対策） 

第１０条 市は、自動車盗、車上ねらいその他自動車関連盗難の防止に必要な施策を講ず

るよう努めるものとする。 

（豊田市防犯ネットワーク会議） 

第１１条 市長は、市民、事業者及び関係機関と連携して犯罪のないまちづくりを推進す

るため、豊田市防犯ネットワーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）を設置す

る。 

２ ネットワーク会議は、自主防犯活動団体、関係機関その他犯罪のないまちづくりに関
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する活動を行う団体（以下「構成団体」という。）の代表者により構成するものとする。 

３ ネットワーク会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１） 犯罪のないまちづくりに関する施策の協議、検討及び推進に関すること。 

（２） 市及び構成団体相互の連絡調整及び情報の共有に関すること。 

４ 前３項に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（防犯活動行動計画） 

第１２条 市長は、犯罪のないまちづくりに関する施策を体系的に推進していくため、防

犯活動行動計画を策定するものとする。 

（犯罪のないまちづくり推進強化地区の指定） 

第１３条 市長は、自主防犯活動の推進による犯罪のないまちづくりに特に重点的に取り

組む必要があると認めるときは、犯罪のないまちづくり推進強化地区（以下「推進強化

地区」という。）を指定することができる。 

２ 推進強化地区は、小学校区を最小単位として指定するものとする。 

３ 市長は、推進強化地区を指定するときは、当該地区における犯罪発生状況等を総合的

に勘案して、重点的に取り組む事項を併せて指定するものとする。 

４ 市長は、推進強化地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区に存する自

主防犯活動団体をはじめ、市民及び事業者と協議するものとする。 

（推進強化地区における取組） 

第１４条 市は、推進強化地区においては、重点的に取り組む事項に応じて、自主防犯活

動団体の設立及び活動の支援並びに施設及び基盤の整備に関し必要な措置を講ずるもの

とする。 

（委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 


